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地域密着型サービス事業所の指定等について 

１ 地域密着型サービスの概要 

（１）特徴 

・市がサービス事業者の指定・指導監督権限を有し、日常生活圏域ごとに必要整備量を

定める。 

・原則として、本市の被保険者のみがサービス利用可能となる。 

・地域の実情に応じ、国の定めた範囲内で事業所基準・報酬設定ができる。 

 

 

（２）種類 

サービス名 内 容 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

日中、夜間を通じて訪問介護と訪問看護が密接に連携しな

がら、短期間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービ

ス 

夜間対応型訪問介護 
夜間における定期巡回訪問又はオペレーションサービスセ

ンターによる随時訪問を行うサービス 

地域密着型通所介護 定員１８人以下の小規模のデイサービス 

（介護予防） 

認知症対応型通所介護 
定員１２人以下の認知症高齢者専用のデイサービス 

（介護予防） 

小規模多機能型居宅介護 

「通い」を中心として、必要に応じて随時「訪問」や「泊ま

り」を組み合わせて提供されるサービス 

看護小規模多機能型 

居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護が組み合わさったサー

ビス 

（介護予防） 

認知症対応型共同生活介護 

認知症の安定した高齢者が、共同生活をしながら、家庭的

な雰囲気の中で受けるサービス 

地域密着型 

介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員２９人以下の特別養護老人ホームで提供されるサービ

ス 

地域密着型 

特定施設入居者生活介護 

定員２９人以下の介護専用型特定施設（ケアハウスや有料

老人ホーム等）で提供されるサービス 

※小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の定員：２９人以下（登録定員） 

※認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の定員：１ユニット９人以下 

 

（３）福井市地域包括ケア推進協議会への意見聴取 

市が地域密着型サービス事業所の指定を行う場合や、サービスの指定基準及び介護報

酬を独自に設定しようとする場合には、法の規定により、意見聴取機関（本市の場合は、

福井市地域包括ケア推進協議会）に意見を求めなければならない。 
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（４）日常生活圏域ごとの事業計画目標値及び現状 

 

※「計画値」欄の数は、第９期介護保険事業計画で位置付けた令和８年度末までの整備目標数 
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